
補

正

予

算

◎
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
１
億
３
０
０

０
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
６
８
３
億
３
０
０
０
万
円
と
し

た
。

◎
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
２
億
３
２
１

０
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
６
８
５
億
６
２
１
０
万
円
と
し

た
。

◎
墓
地
公
園
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
５
６
０
万
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

３
億
６
２
６
０
万
円
と
し
た
。

条
例
の
一
部
改
正

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て(

市
税
条
例)

【
賛
成
多
数
・
承
認
】

　
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の

改
正
を
行
っ
た
。

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て(

国
民
健
康
保
険
税
条
例)

【
賛
成
多
数
・
承
認
】

　
地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

◎
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　
地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
個
人

の
市
民
税
に
つ
い
て
、
配
当
割
額
又
は

株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
に
お
け
る
控
除

及
び
特
例
に
係
る
手
続
等
並
び
に
住
宅

借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
対
象
と
な

る
期
間
を
改
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
他

所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

◎
議
員
及
び
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選

挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　
議
員
及
び
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選

挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
、
選
挙
運
動

用
ビ
ラ
の
作
成
及
び
選
挙
運
動
用
ポ
ス

タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
要
す
る
経
費
に

係
る
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

人

事

案

件

◎
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
同
意
】

　
泉
澤
昭
一
氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
同

意
し
た
。

◎
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に

つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
適
任
】

　
上
平
紀
子
氏
を
適
任
と
認
め
た
。

◎
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に

つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
適
任
】

　
福
良
佳
子
氏
を
適
任
と
認
め
た
。

発

議

◎
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持

に
関
す
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

◎
国
に
お
け
る
令
和
５
年
度
教
育
予
算

拡
充
に
関
す
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い

て【
全
員
賛
成
・
可
決
】

報

告

◎
継
続
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

◎
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

◎
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

◎
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解
１

件
）

◎
寄
附
受
入
れ
に
つ
い
て
の
報
告

（
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
４
年

４
月
30
日
ま
で
）

◎
定
期
監
査
の
結
果
報
告

（
市
民
経
済
部
、
都
市
政
策
部
、
福
祉

部
）

◎
例
月
出
納
検
査
の
結
果
報
告

（
１
月
、
２
月
、
３
月
、
４
月
分
）

※令和４年第２回定例会は下記の日程で行われました。

議
員
発
議
２
件
を
含
む
12
議
案
を
審
議
し
、

そ
れ
ぞ
れ
可
決

食
材
料
費
高
騰
に
よ
り
学
校
給
食
が
質
の
低
下
と

な
ら
ぬ
よ
う
賄
材
料
費
の
増
額
を
含
む
補
正
予
算

を
全
員
賛
成
で
可
決

　
令
和
４
年
第
２
回
定
例
会
を
、
６
月
３
日
よ
り
６
月
23
日
ま
で
開
催
し
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
補
正
予
算
３
件
、
条
例
の
一
部
改
正
４
件
、

人
事
案
件
３
件
を
審
議
し
、
10
議
案
を
可
決
し
た
ほ
か
、
議
員
発
議
が
２
件
あ
り
可
決
し

ま
し
た
。

第２回定例会

月 

日

曜
日

日　
　
程

６
月
３
日
金

開
会
、

会
期
の
決
定
、

提
案
理
由
の
説
明
、

議
案
第
３
号
審
議

10
日
金

会
派
代
表
総
括
質
疑
、

議
案
各
委
員
会
付
託
、

議
案
第
８
号
審
議
、

人
事
議
案
審
議
、

請
願
委
員
会
付
託

13
日
月
都
市
経
済
常
任
委
員
会

14
日
火
総
務
常
任
委
員
会

15
日
水
教
育
民
生
常
任
委
員
会

20
日
月
一
般
質
問

21
日
火
一
般
質
問

22
日
水
一
般
質
問

23
日
木

委
員
長
報
告
に
対
す
る

質
疑・討
論・採
決
、

発
議
採
決
、

閉
会

供用開始から30年。墓地公園複合霊堂、屋外正面の祭壇。
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補
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を
議
員
が
視
察
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一 般 質 問
　今定例会では、６月20・21・22日の３日間にわたり、15人の議
員が質問し、市政全般に対して活発な論議を展開しました。
　ここでは、質問者順にその一部を掲載いたします。

　
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
群
に
お

い
て
、
民
間
セ
ク
タ
ー
と
共
に
つ

く
る
官
民
連
携
に
つ
い
て
、
本
市
と
し

て
ど
の
よ
う
に
有
効
に
作
用
す
る
と
考

え
て
い
る
の
か
、
総
括
的
に
伺
い
た
い
。

　
市
長　
市
で
は
、
多
様
な
市
民

ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す
る
と
と

も
に
、
よ
り
充
実
し
た
効
果
的
、
効
率

的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め

に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
民
間
活
力
と

い
う
も
の
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
ち
づ
く

り
基
本
条
例
を
は
じ
め
行
政
基
本
条
例

な
ど
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
条
例
群

の
理
念
を
踏
ま
え
な
が
ら
官
民
連
携
を

推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
持
続
可
能
で

活
力
あ
る
共
創
の
ま
ち
づ
く
り
と
い
う

も
の
が
加
速
し
て
い
く
の
だ
と
考
え
て

い
る
。

柳

毅
一
郎

（
自
由
民
主
党
・　

 

無
所
属
ク
ラ
ブ
）

　
多
様
性
を
認
め
合
い
、
誰
も
が

個
性
や
能
力
を
発
揮
で
き
る
寛
容

な
社
会
の
実
現
に
対
す
る
市
の
考
え
を

伺
い
た
い
。

　
企
画
部
長　
総
合
計
画
の
基
本

目
標
に
「
多
様
性
を
認
め
合
い
心

豊
か
に
な
る
暮
ら
し
を
構
築
す
る
」
を

掲
げ
、
誰
も
が
互
い
を
思
い
や
り
支
え

合
い
な
が
ら
よ
り
豊
か
に
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
市
民
一
人
一
人
の
人
権

が
尊
重
さ
れ
、
個
性
を
発
揮
し
活
躍
で

き
る
地
域
社
会
の
実
存
を
目
指
し
て
い

る
。
地
域
社
会
の
持
続
的
な
発
展
の
た

め
、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
の
実
現

は
重
要
で
あ
り
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
、

外
国
籍
の
方
、
性
的
少
数
者
な
ど
、
多

様
な
方
に
と
っ
て
暮
ら
し
や
す
い
社
会 

・
地
域
づ
く
り
、
多
様
性
社
会
の
実
現

に
向
け
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

問
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の

推
進
に
つ
い
て

推
進
に
つ
い
て

答

吉
村
啓
治

（
市
民
の
会
）

問答
官
民
連
携
に
つ
い
て

官
民
連
携
に
つ
い
て

　
本
市
は
県
内
で
も
数
少
な
い
が

ん
条
例
制
定
都
市
で
あ
る
。
コ
ロ

ナ
禍
で
傷
ん
だ
が
ん
検
診
受
診
環
境
を

復
活
さ
せ
、
早
期
発
見
・
早
期
対
処
が

生
命
線
で
あ
り
、
検
診
で
発
見
す
る
こ

と
が
重
要
な
こ
と
か
ら
、
受
診
率
を
回

復
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
受
診
率

の
結
果
は
コ
ロ
ナ
前
の
平
成
30
年
度
と

比
較
し
ど
の
よ
う
な
状
況
か
伺
い
た
い
。

　
健
康
こ
ど
も
部
長　
市
が
実
施

す
る
が
ん
検
診
は
、
肺
が
ん
、
大

腸
が
ん
、
前
立
腺
が
ん
、
子
宮
頸
が
ん
、

乳
が
ん
、
胃
が
ん
の
６
つ
の
検
診
が
あ

り
、
当
該
検
診
の
平
成
30
年
度
と
令
和

３
年
度
の
受
診
率
を
比
較
す
る
と
、
胃

が
ん
検
診
に
つ
い
て
は
２
％
増
加
し
て

い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
検
診
で
は
０
・

１
％
か
ら
２
・
７
％
の
範
囲
で
減
少
し

て
い
る
状
況
で
あ
る
。

問
保
健
事
業
に
つ
い
て

保
健
事
業
に
つ
い
て

答

一
瀬
健
二

（
公
明
党
）

　
令
和
４
年
４
月
現
在
で
、
当
代

島
地
区
で
新
設
さ
れ
た
保
育
園
を

含
め
、
子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
状

態
に
あ
っ
て
、
近
隣
の
公
園
と
い
っ
た

外
遊
び
の
場
は
十
分
に
足
り
て
い
る
の

か
、
市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　
健
康
こ
ど
も
部
長　
現
在
、
当

代
島
地
区
に
あ
る
認
可
保
育
所
・

小
規
模
保
育
所
は
合
計
５
園
あ
り
、
そ

の
う
ち
当
代
島
保
育
園
と
浦
安
き
ら
き

ら
保
育
園
以
外
の
３
園
に
つ
い
て
は
園

庭
が
無
く
、
園
庭
の
無
い
園
は
、
設
置

認
可
申
請
の
際
に
、
屋
外
遊
戯
場
の
代

替
地
と
し
て
近
隣
の
公
園
等
を
指
定
す

る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
３
園

の
間
で
は
代
替
地
と
し
た
公
園
等
が
重

複
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
園
児
た
ち

の
遊
び
場
が
不
足
す
る
状
態
に
は
な
い

と
認
識
し
て
い
る
。

問
当
代
島
地
区
の

当
代
島
地
区
の

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

答

芦
田
由
江

（
う
ら
や
す
み
ら
い
）

　
母
子
保
健
法
に
基
づ
き
妊
産
婦

や
乳
幼
児
保
護
者
の
相
談
を
受
け

る
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
、

児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
虐
待
や
貧
困
な

ど
の
問
題
を
抱
え
た
家
庭
に
対
応
す
る

子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
が
併
存
し

て
い
る
。
政
府
は
、
母
子
保
健
の
支
援

機
関
と
児
童
福
祉
の
支
援
機
関
と
の
連

携
が
不
十
分
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
市

に
お
け
る
現
状
を
伺
い
た
い
。

　
健
康
こ
ど
も
部
長　
市
の
母
子

保
健
分
野
と
児
童
福
祉
分
野
は
異

な
る
組
織
が
所
管
し
て
い
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
が
担
当
す
る
訪
問
や
健
診
等
の
業

務
の
中
で
支
援
を
必
要
と
す
る
方
の
情

報
を
共
有
し
、
ケ
ー
ス
訪
問
へ
の
同
行

や
ケ
ー
ス
会
議
へ
の
参
加
を
通
じ
て
密

接
な
連
携
を
図
り
、
情
報
共
有
を
し
て

い
る
。 こ

ど
も
政
策
に
つ
い
て

こ
ど
も
政
策
に
つ
い
て

上
野
賢
一

（
公
明
党
）

問答

　
市
内
の
公
立
校
に
勤
務
す
る
教

員
の
超
過
勤
務
の
調
査
結
果
を
、

残
業
45
時
間
と
残
業
80
時
間
に
分
け
、

一
般
教
職
員
と
教
頭
、
校
長
に
分
け
た
、

平
均
時
間
数
に
つ
い
て
過
去
３
年
分
を

伺
い
た
い
。

　
教
育
総
務
部
長　
県
の
令
和
３

年
11
月
の
調
査
で
、
本
市
の
超
過

勤
務
が
45
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
教

職
員
の
割
合
は
、
教
員
は
小
学
校
で
57・

２
％
、
中
学
校
で
64・７
％
、
教
頭
は
小

学
校
で
88
・
２
％
、
中
学
校
で
77・８
％
、

校
長
は
小
学
校
で
70・６
％
、
中
学
校
で

33・３
％
と
な
っ
て
お
り
、
80
時
間
を
超

え
て
勤
務
す
る
教
職
員
の
割
合
は
、
教

員
は
小
学
校
で
３
・４
％
、
中
学
校
で

26
・
３
％
、
教
頭
は
小
学
校
で
23
・
５
％
、

中
学
校
で
11・１
％
、
校
長
は
小
学
校
で

５
・
９
％
、
中
学
校
で
０
％
で
あ
る
。

問
教
員
の
労
働
環
境

教
員
の
労
働
環
境

に
つ
い
て

に
つ
い
て

答

岡
野
純
子

（
無
会
派
）

　
障
害
の
あ
る
人
が
自
立
し
、
安

定
し
た
生
活
を
送
る
に
は
、
就
労

に
よ
っ
て
経
済
的
な
基
盤
を
確
立
す
る

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
障
害
者
雇
用
を

支
援
す
る
仕
組
み
を
整
え
、
障
害
者
が

就
労
し
て
い
る
施
設
等
の
仕
事
を
確
保

し
、
そ
の
経
営
基
盤
を
強
化
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
障
害
者
優
先

調
達
に
つ
い
て
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　
副
市
長　
毎
年
度
、
障
が
い
者
就
労

施
設
等
か
ら
の
物
品
調
達
方
針
を

策
定
し
、
市
内
を
は
じ
め
と
す
る

障
が
い
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
調
達
機

会
の
拡
大
を
図
っ
て
い
る
。
実
績
に
つ

い
て
は
、
自
立
支
援
協
議
会
や
就
労
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
等
に
お
い
て
の

報
告
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
す
る
な

ど
、
制
度
の
周
知
に
努
め
て
い
る
。

問
浦
安
市
の
障
害
者
施
策

浦
安
市
の
障
害
者
施
策

に
つ
い
て

に
つ
い
て

答

毎
田
潤
子

（
自
由
民
主
党
・　

 

無
所
属
ク
ラ
ブ
）

　
入
船
の
先
で
起
き
た
護
岸
と
、

美
浜
中
の
前
の
護
岸
で
の
陥
没
原

因
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
県
の
管

轄
で
、
市
は
県
か
ら
ど
う
い
う
説
明
を

受
け
て
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

　
都
市
整
備
部
長　
令
和
４
年
４

月
10
日
に
、
三
番
瀬
に
面
す
る
浦

安
海
岸
入
船
地
区
護
岸
の
管
理
用
通
路

の
一
部
に
陥
没
が
発
生
し
、
ま
た
、
そ

の
後
の
調
査
で
猫
実
川
美
浜
周
辺
護
岸

の
一
部
に
つ
い
て
も
陥
没
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
陥
没
原
因
に
つ
い
て
、
護
岸

の
管
理
者
で
あ
る
千
葉
県
に
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
入
船
地
区
お
よ
び
美
浜
周
辺

の
護
岸
に
つ
い
て
は
、
昭
和
40
年
代
に

築
造
さ
れ
て
か
ら
約
50
年
以
上
経
過
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
県
は
護
岸
の
老
朽

化
が
陥
没
の
原
因
で
あ
る
と
の
見
解
を

示
し
て
い
る
。

　
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
対
策
に
つ

い
て
、
現
状
と
課
題
、
取
り
組
み

に
つ
い
て
市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　
福
祉
部
長　
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク

ト
に
関
し
、
生
活
困
窮
者
自
立
支

援
法
に
基
づ
く
支
援
会
議
を
活
用
し
、

相
談
支
援
を
行
っ
て
い
る
部
署
が
横
断

的
に
連
携
し
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
対
応
方

針
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
ア
セ
ス
メ

ン
ト
力
の
向
上
を
目
的
と
し
た
勉
強
会

を
実
施
し
て
い
る
。
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク

ト
状
態
に
あ
る
方
は
、
生
活
上
の
課
題

が
複
合
化
・
複
雑
化
し
て
い
る
場
合
も

多
く
、
支
援
機
関
と
の
信
頼
関
係
の
構

築
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
な
ど
が
課
題

で
あ
り
、
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
に
関
連

す
る
事
業
は
、
予
防
、
発
見
、
連
携
、

支
援
と
多
岐
に
わ
た
る
為
、
今
後
も
横

断
的
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
。

問

問

三
番
瀬
護
岸
陥
没

三
番
瀬
護
岸
陥
没

に
つ
い
て

に
つ
い
て

孤
独
・
孤
立
対
策

孤
独
・
孤
立
対
策

に
つ
い
て

に
つ
い
て

答

答

広
瀬
明
子

（
無
会
派
）

中
村
理
香
子

（
公
明
党
）

　
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
課
題
に
取

り
組
む
に
当
た
り
、
実
態
を
把
握

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
本
市
独

自
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
実
態
調
査
を
実

施
す
る
考
え
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
教
育
次
長　
国
の
調
査
で
は
、

小
学
生
で
15
人
に
１
人
、
中
学
生

で
17
人
に
１
人
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が

お
り
、
自
分
が
ケ
ア
ラ
ー
だ
と
自
覚
が

な
い
子
ど
も
も
存
在
す
る
と
の
結
果
が

出
さ
れ
た
。
本
市
で
は
６
月
17
日
に
浦

安
市
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
に
関

す
る
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
実
態
調

査
や
支
援
策
の
検
討
な
ど
を
行
う
。
７

月
に
教
職
員
を
対
象
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ

ー
に
対
す
る
認
識
や
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
児
童
・
生
徒
の
存
在
に
つ
い
て
調

査
を
行
い
、
９
月
中
に
児
童
・
生
徒
に

対
し
調
査
の
実
施
を
考
え
て
い
る
。

問
ケ
ア
ラ
ー
支
援

ケ
ア
ラ
ー
支
援

に
つ
い
て

に
つ
い
て

答

斉
藤
　

哲

（
自
由
民
主
党
・　

 

無
所
属
ク
ラ
ブ
）

　
八
街
市
で
発
生
し
た
飲
酒
運
転

に
よ
り
児
童
５
人
が
死
傷
す
る
痛

ま
し
い
事
故
を
受
け
、
県
内
全
域
で
小

学
校
通
学
路
の
緊
急
一
斉
点
検
が
行
わ

れ
、
進
捗
状
況
が
千
葉
県
か
ら
発
表
さ

れ
た
。
通
学
路
の
安
全
対
策
を
行
う
に

当
た
り
重
要
な
点
は
何
か
本
市
の
考
え

を
伺
い
た
い
。

　
教
育
総
務
部
長　
通
学
路
の
安

全
対
策
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る

安
全
点
検
に
基
づ
き
、
各
関
係
機
関
と

連
携
し
て
必
要
な
対
策
を
講
じ
る
と
と

も
に
、
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
ま
た
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
地
域
住
民
の

方
々
の
協
力
を
得
な
が
ら
子
ど
も
た
ち

を
多
く
の
目
で
見
守
る
活
動
を
行
っ
て

い
く
こ
と
、
さ
ら
に
児
童
・
生
徒
自
ら

が
身
を
守
る
行
動
を
身
に
つ
け
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。

こ
ど
も
の
安
全
確
保

こ
ど
も
の
安
全
確
保

に
つ
い
て

に
つ
い
て芳

井
由
美

（
う
ら
や
す
み
ら
い
）

問答

　
本
市
の
災
害
時
対
応
ト
イ
レ
の

評
価
と
、
今
後
行
わ
れ
る
学
校
施

設
な
ど
の
改
修
時
に
、
避
難
所
と
な
る

学
校
を
含
む
公
共
施
設
へ
の
仮
設
ト
イ

レ
に
頼
ら
な
い
災
害
時
対
応
ト
イ
レ
の

整
備
に
つ
い
て
市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　
総
務
部
長　
災
害
時
の
ト
イ
レ

対
策
と
し
て
、
浦
安
市
地
域
防
災

計
画
の
中
で
、
避
難
所
に
お
け
る
仮
設

ト
イ
レ
、
ま
た
在
宅
避
難
対
策
と
し
て

の
便
袋
の
備
蓄
を
基
本
に
、
お
お
む
ね

計
画
の
目
標
数
を
確
保
し
て
き
た
。
仮

設
ト
イ
レ
以
外
に
も
、
災
害
時
貯
留
型

マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
等
の
整
備
は
、
指

定
避
難
所
と
な
る
浦
安
公
園
な
ど
３
か

所
の
公
園
と
中
央
図
書
館
へ
整
備
し
た

実
績
は
あ
る
が
、
指
定
避
難
所
と
な
り

得
る
公
園
の
改
修
計
画
の
中
で
整
備
す

る
為
、
新
た
な
整
備
計
画
は
な
い
。

災
害
対
策
に
つ
い
て

災
害
対
策
に
つ
い
て

末
益
隆
志

（
無
会
派
）

問答

　
複
数
年
度
に
わ
た
る
工
事
を
は

じ
め
、
複
数
の
建
設
・
整
備
事
業

が
あ
る
が
、
現
状
お
よ
び
市
の
状
況
、

執
行
状
況
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
財
務
部
長　
現
在
施
工
中
の
工

事
で
は
、
建
築
資
材
等
の
価
格
上

昇
に
よ
り
調
達
が
困
難
な
状
況
は
生
じ

て
い
な
い
。

　
ま
た
、
輸
入
品
遅
延
な
ど
の
面
で
は
、

一
部
の
設
備
機
器
等
に
つ
い
て
は
通
常

よ
り
も
納
期
に
時
間
を
要
す
る
状
況
も

あ
る
が
、
発
注
前
に
納
期
の
状
況
を
確

認
し
、
適
切
な
工
期
を
設
定
し
て
い
る
。

　
な
お
、
請
負
契
約
締
結
後
に
納
期
に

時
間
を
要
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
施
工
順
序
を
入
れ
替
え
る
な

ど
の
調
整
を
図
り
、
対
応
し
て
き
た
た

め
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
大
き
な
影
響

は
な
い
。

問
資
源
価
格
・
各
種
調
達
価
格
高
騰
に
よ
る

資
源
価
格
・
各
種
調
達
価
格
高
騰
に
よ
る

市
民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
に
つ
い
て

市
民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
に
つ
い
て

答

水
野
　

実

（
市
民
の
会
）
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※ 

定
例
会
の
予
定
は
、
議
会
運
営
委
員
会

で
決
定
さ
れ
る
た
め
、
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
決
定
さ
れ
た
日
程
は
、

市
役
所
や
公
民
館
等
に
掲
示
し
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
ま
す
。

令和４年 第３回定例会の予定
月 

日
曜
日

日　
　
程

８
月

 

31
日
水
議
会
運
営
委
員
会

９
月

 

２
日
金
招
集
日

本
会
議

（
提
案
理
由
の
説
明
）

９
日
金
本
会
議

（
会
派
代
表
総
括
質
疑
）

12
日
月
総
務
常
任
委
員
会

13
日
火
教
育
民
生
常
任
委
員
会

14
日
水
都
市
経
済
常
任
委
員
会

20
日
火
本
会
議（
一
般
質
問
）

21
日
水
本
会
議（
一
般
質
問
）

22
日
木
本
会
議（
一
般
質
問
）

26
日
月
本
会
議（
一
般
質
問
）

27
日
火
本
会
議（
一
般
質
問
）

（
質
疑・討
論・採
決
）

自
由
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ

自
由
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
）

　
令
和
４
年
度
、
税
制
改
正
に
伴

う
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
令

和
４
年
度
課
税
額
に
影
響
を
与
え
る
改

正
内
容
に
関
し
て
専
決
処
分
に
よ
り
改

正
を
し
た
と
の
こ
と
だ
が
、
専
決
処
分

と
な
っ
た
理
由
を
伺
い
た
い
。

　
財
務
部
長　
令
和
４
年
度
税
制

改
正
に
よ
る
地
方
税
法
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
市
税
条
例
の
固
定
資
産
税

の
負
担
調
整
措
置
や
固
定
資
産
課
税
台

帳
の
閲
覧
な
ど
、
令
和
４
年
度
当
初
課

税
に
影
響
す
る
も
の
や
年
度
当
初
か
ら

開
始
と
な
る
制
度
な
ど
、
本
年
４
月
１

日
か
ら
の
施
行
が
必
要
と
な
る
も
の
に

つ
い
て
、
専
決
処
分
に
よ
り
一
部
改
正

を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
当
初
課
税
に
よ
る
市
税
へ
の
影

響
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
財
務
部
長　
土
地
の
固
定
資
産

課
税
の
算
定
に
係
る
負
担
調
整
措

置
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
度
限
り
の
措

置
と
し
て
、
商
業
地
等
に
係
る
課
税
標

準
額
の
上
昇
幅
が
通
常
の
２
分
の
１
に

抑
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
市
で
は

約
１
億
４
０
０
０
万
円
程
度
の
影
響
と

な
っ
て
い
る
。
な
お
、
令
和
４
年
度
当

初
予
算
で
は
、
こ
の
負
担
調
整
措
置
の

改
正
を
見
込
ん
で
積
算
し
た
も
の
で
あ

る
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
歳
入
予
算
に
つ
い
て
、
今
年
度

の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
は
、
コ

ロ
ナ
禍
に
お
け
る
原
油
価
格
、
物
価
高

騰
の
影
響
を
受
け
た
方
々
や
事
業
者
の

負
担
軽
減
へ
の
支
援
を
主
た
る
目
的
と

し
て
措
置
さ
れ
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。

物
価
高
騰
へ
の
対
応
と
し
て
ど
の
よ
う

に
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
活
用
す
る

の
か
市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　
市
長　
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

は
、
国
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
原

油
価
格
・
物
価
高
騰
等
総
合
緊
急
対
策

と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
が
コ
ロ
ナ
禍

に
お
い
て
原
油
価
格
や
電
気
・
ガ
ス
料

金
を
含
む
物
価
の
高
騰
の
影
響
を
受
け

た
生
活
者
や
事
業
者
の
負
担
の
軽
減
を

地
方
の
実
情
に
応
じ
、
き
め
細
や
か
に

実
施
で
き
る
よ
う
拡
充
が
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
本
市
で
は
、
昨
今
の
物
価
高

騰
に
よ
り
、
小
・
中
学
校
に
加
え
保
育

園
の
給
食
費
へ
の
影
響
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
か
ら
、
子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
と

し
て
、
給
食
費
の
保
護
者
負
担
の
軽
減

に
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
今
後
さ
ら
に

物
価
高
騰
等
に
よ
り
影
響
が
生
じ
る
場

合
は
、
社
会
情
勢
等
を
踏
ま
え
、
こ
の

臨
時
交
付
金
の
追
加
活
用
を
図
っ
て
い

く
考
え
で
あ
る
。

　
い
じ
め
問
題
等
対
策
経
費
に
つ

い
て
、
補
正
額
か
ら
生
命
の
安
全

教
育
推
進
事
業
委
託
金
と
関
連
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、
市
は
ど
の
よ
う
な

事
業
を
計
画
し
展
開
し
て
い
く
の
か
伺

い
た
い
。

　
教
育
総
務
部
長　
今
年
度
は
、

学
校
規
模
や
校
内
の
い
じ
め
対
応

の
取
り
組
み
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
、

市
内
小
学
校
４
校
で
低
学
年
と
高
学
年

を
対
象
に
、
体
験
型
の
学
習
を
外
部
講

師
に
よ
り
ク
ラ
ス
ご
と
に
行
う
予
定
で

あ
る
。
今
後
は
、
文
部
科
学
省
が
実
践

校
に
お
い
て
、
地
域
や
学
校
等
の
実
態

に
応
じ
て
指
導
モ
デ
ル
を
作
成
し
、
他

の
学
校
等
へ
の
普
及
・
展
開
を
図
る
こ

と
と
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
市
に

お
い
て
も
今
回
の
事
業
を
基
に
市
独
自

の
指
導
モ
デ
ル
を
作
成
す
る
な
ど
、
全

て
の
小
学
校
で
実
施
し
て
い
き
た
い
考

え
で
あ
る
。

市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て

　
改
正
の
概
要
及
び
市
税
へ
の
影

響
見
込
額
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
財
務
部
長　
主
な
改
正
内
容
は
、

個
人
市
民
税
に
お
け
る
上
場
株
式

等
の
配
当
及
び
株
式
譲
渡
所
得
に
係
る

課
税
方
式
に
つ
い
て
、
所
得
税
と
の
統

一
を
図
る
た
め
の
規
定
の
整
備
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
の
適
用
年
限
及
び

減
税
期
間
の
延
長
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、

不
動
産
登
記
法
の
改
正
に
伴
う
固
定
資

産
課
税
台
帳
の
閲
覧
な
ど
に
つ
い
て
の

改
正
で
あ
る
。

　
市
税
収
入
へ
の
影
響
は
、
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
の
適
用
期
間
の
延
長
に

よ
り
、
個
人
市
民
税
の
減
収
が
予
想
さ

れ
る
が
、
こ
の
減
収
分
は
国
か
ら
の
地

方
特
例
交
付
金
と
し
て
補
塡
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
市
の
歳
入
へ
の
影
響
は
な
い

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

問

問問

問問 答

答答

答答

　
物
価
高
騰
が
続
く
中
、
今
年
度

の
年
金
は
昨
年
度
よ
り
０
・
４
％
の

削
減
が
行
わ
れ
、
６
月
15
日
に
支
給
さ

れ
、
市
民
か
ら
「
な
ぜ
こ
ん
な
に
減
ら

す
の
か
」
と
怒
り
の
声
が
あ
る
。
今
年

10
月
か
ら
は
、
75
歳
以
上
の
医
療
費
が

２
倍
の
負
担
増
の
方
が
、
浦
安
市
民
4
、

０
０
０
人
を
超
え
る
対
象
者
が
い
る
。

高
齢
者
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
市
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

　
福
祉
部
長　
物
価
高
騰
な
ど
に

よ
る
高
齢
者
へ
の
影
響
は
、
光
熱

費
や
食
費
、
医
療
・
介
護
に
係
る
経
費

な
ど
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
支
出
は
抑

え
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
年
金

生
活
者
、
特
に
低
所
得
の
方
々
の
中
に

は
、
物
価
高
騰
に
伴
い
負
担
に
感
じ
る

方
も
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。 問

物
価
高
騰
か
ら
市
民
の
く
ら
し
、

物
価
高
騰
か
ら
市
民
の
く
ら
し
、

営
業
を
守
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

営
業
を
守
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

答

美
勢
麻
里

（
無
会
派
）

　
市
立
小
・
中
学
校
に
お
け
る
マ

ス
ク
の
着
用
に
関
し
て
、
現
状
を

伺
い
た
い
。

　
教
育
総
務
部
長　
国
や
市
の
指

針
を
受
け
、
学
校
生
活
に
お
け
る

児
童
・
生
徒
等
の
マ
ス
ク
の
着
用
に
つ

い
て
不
要
な
場
面
と
留
意
事
項
を
各
学

校
へ
通
知
し
て
お
り
、
体
育
の
授
業
や

運
動
部
活
動
の
場
面
、
登
下
校
時
な
ど

に
お
い
て
、
一
定
の
条
件
を
守
る
こ
と

を
前
提
に
、
マ
ス
ク
の
着
用
が
必
要
な

い
こ
と
を
各
小
・
中
学
校
で
指
導
し
、

保
護
者
に
も
同
様
の
内
容
を
各
学
校
よ

り
通
知
し
た
。
現
在
、
児
童
に
は
、
体

育
の
授
業
や
部
活
動
の
際
に
は
半
数
以

上
が
マ
ス
ク
を
外
し
て
い
る
が
、
休
み

時
間
や
登
下
校
時
は
着
用
が
多
い
。
ま

た
、
生
徒
は
、
児
童
に
比
べ
、
そ
の
数

は
減
少
し
て
い
る
。

問
教
育
機
関
に
於
け
る

教
育
機
関
に
於
け
る

マ
ス
ク
の
着
用
に
つ
い
て

マ
ス
ク
の
着
用
に
つ
い
て

答

折
本
龍
則

（
無
会
派
）

会 派 代 表会 派 代 表
総 括 質 疑総 括 質 疑

　今定例会では、６月10日の本会議において、１人の議員が会派を
代表して質疑を行いました。
　ここでは、質疑及びその答弁の要旨について、掲載いたします。

議
員
の
表
彰

　
全
国
市
議
会
議
長
会
か
ら
議
員
勤
続
15
年
の
方
々
の
表
彰
及
び

地
方
財
政
委
員
会
委
員
の
感
謝
状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

（
勤
続
15
年
表
彰
）

　
　
　
　
　
西　
川　
嘉　
純　
氏

　
　
　
　
　
宝　
　
　
　
　
新　
氏

　
　
　
　
　
美　
勢　
麻　
里　
氏

　
　
　
　
　
末　
益　
隆　
志　
氏

（
地
方
財
政
委
員
会
委
員
の
感
謝
状
授
与
）

　
　
　
　
　
宝　
　
　
　
　
新　
氏

請願の審査結果

不採択とされたもの

令和４年
請願第２号

幼児・児童生徒の教育機関にお
けるマスクの着用に関する請願

令和４年
請願第３号

COVID-19 小児ワクチンに接
種に関する適切な対応を求める
請願

うらやす議会だより 第 186 号 2022 年（令和４年）８月 15 日3



  gikaijimukyoku@city.urayasu.lg.jp

◇ 

可
決
し
た
意
見
書 

◇　
本
号
は
、
第
２
回
定
例
会
に
つ
い
て

編
集
し
ま
し
た
。

　
お
気
づ
き
の
点
や
ご
意
見
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
左
記
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

　
浦
安
市
猫
実
一
丁
目
１
番
１
号

　
浦
安
市
議
会
事
務
局

☎
（
７
１
２
）
６
７
８
８

FAX
（
３
５
１
）
１
１
４
０

う
ら
や
す
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

委
員
長　
　
　
一
瀬　
健
二

副
委
員
長　
　
吉
村　
啓
治

　
芳
井　
由
美　
　
毎
田　
潤
子

　
深
津　
徳
則　
　
斉
藤　
　
哲

国における令和５年度教育予算拡充に関する意見書義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書
　教育は、憲法・子どもの権利条約の精神に則り、日本の未来を担う子ども達を心豊かに教え、育てるとい
う重要な使命を負っている。しかし現在、日本の教育は「いじめ」、「不登校」、少年による凶悪犯罪、さ
らには経済格差から生じる教育格差・子どもの貧困等、さまざまな深刻な問題を抱えている。また、東日本
大震災、原子力発電所の事故、さらには各地で地震や豪雨、台風などの大規模災害が立て続けに発生してお
り、災害からの復興は未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえない。さらに一昨年には新型コロナウイル
ス感染症という新たな問題も発生し、長期休校などによる子ども達の学習の遅れや格差の拡大、不安やスト
レスなどの深刻な状況をもたらし、さらに、学校現場には、感染症対策などの多くの負担を強いている。
　一方、国際化・高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促進、さまざまな
教育諸課題に対応する教職員定数の確保等が急務である。
　千葉県及び県内各市町村においても、一人ひとりの個性を尊重しながら、生きる力と豊かな人間性の育成
を目指していかなければならない。そのため、さまざまな教育施策の展開が求められているが、各自治体に
おける財政状況の厳しい現状をみれば、国からの財政的支援等の協力が不可欠である。充実した教育を実現
させるためには、子ども達の教育環境の整備を一層すすめる必要がある。
　そこで、以下の項目を中心に、令和５年度にむけての予算の充実をしていただきたい。
◦ 災害からの教育復興にかかわる予算の拡充を十分にはかること
◦ 特に、コロナ禍において、子ども達の学びを保障し、感染防止のための身体的距離の確保ができる少人数

学級の実現が急務である。そこで、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現
すること

◦ 保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること
◦ 現在の経済状況を鑑み、就学援助や給付型奨学金に関わる予算をさらに拡充すること
◦ 子ども達が地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
◦ 老朽化等による危険をともなう校舎・ブロック塀の改築や、更衣室、洋式トイレ、空調設備設置（感染症

にも考慮した）等の公立学校施設整備費を充実すること
◦ 子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交

付金を増額すること
◦ 感染症に伴う臨時休校等により、児童・生徒が健康面・学習面で不安やストレスを感じることがないよう

財政措置を講じること
◦ GIGA スクール構想に伴う ICT 環境の整備促進のために、財政措置を講じること
　国においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子どもたちに十分な教育を保障するこ
とが、国民の共通した使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい状況の中ではあるが、必要な教
育予算を拡充することを強く要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　令和４年６月23日 浦安市議会議長　宝　　新

あて　 内閣総理大臣　様 
財務大臣　様 
文部科学大臣　様 
総務大臣　様

　義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均
等とその水準の維持向上を目指して、子ども達の経済的、地理的な
条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務教育を受ける機会を
保障し、かつ、一定水準の教育を確保するという国の責務を果たす
ものである。
　政府は、国家財政の悪化から同制度を見直し、その負担を地方に
転嫁する意図のもとに、義務教育費国庫負担金の減額や制度そのも
のの廃止にも言及している。
　地方財政においても厳しさが増している今、同制度の見直しは、
義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。ま
た、同制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれるこ
とは必至である。
　よって、国においては、次代を担う子ども達の教育に責任を持つ
とともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定をはかるため、義
務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　令和４年６月23日 浦安市議会議長　宝　　新

あて　 内閣総理大臣　様 
財務大臣　様 
文部科学大臣　様 
総務大臣　様

　今定例会で、所管の委員会に付託された各議案は、６月13日の都
市経済常任委員会、６月14日の総務常任委員会、６月15日の教育民
生常任委員会でそれぞれ審査しました。
　ここでは、主な議案の質疑およびその答弁の要旨について、掲載
いたします。

各常任委員会各常任委員会のの
審審｜査査｜かか｜らら

総
務
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
の
減
額

と
い
う
こ
と
だ
が
、
年
度
末
残
高

見
込
み
を
伺
い
た
い
。

　
予
算
ベ
ー
ス
で
の
令
和
４
年
度

末
残
高
は
、
約
76
億
円
を
見
込
ん

で
い
る
。

　
防
災
無
線
の
管
理
運
営
事
業
費

は
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
の
故
障
に

よ
る
も
の
と
の
こ
と
だ
が
、
具
体
的
な

問
題
の
内
容
を
伺
い
た
い
。

　
令
和
４
年
３
月
に
、
防
災
無
線

の
親
局
と
な
る
操
作
卓
パ
ソ
コ
ン

に
つ
い
て
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
３
枚
の

う
ち
１
枚
が
故
障
し
、
確
認
を
し
た
と

こ
ろ
、
修
理
不
可
能
の
た
め
、
代
替
機

を
持
っ
て
稼
働
し
て
い
る
。

市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　
改
正
の
主
な
概
要
と
し
て
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
期
間
延

長
に
よ
り
、
個
人
市
民
税
の
減
収
予
想

を
し
て
い
る
が
、
国
か
ら
の
地
方
特
例

交
付
金
と
し
て
補
塡
さ
れ
る
た
め
影
響

は
な
い
と
の
こ
と
だ
が
、
上
場
株
式
等

の
配
当
及
び
株
式
譲
渡
所
得
に
係
る
課

税
方
式
の
統
一
を
図
る
た
め
の
規
定
に

つ
い
て
、
個
人
市
民
税
に
お
け
る
概
要

と
市
税
の
影
響
を
伺
い
た
い
。

　
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
及
び

株
式
譲
渡
所
得
な
ど
に
つ
い
て
、

所
得
税
と
住
民
税
で
異
な
る
課
税
方
式

い
う
の
が
選
択
可
能
と
な
っ
て
い
た
が
、

申
告
手
続
の
簡
素
化
や
、
ま
た
公
平
性

の
観
点
か
ら
課
税
方
式
を
統
一
す
る
こ

と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
改
正
は
、
令
和
６
年
度

か
ら
適
用
さ
れ
る
も
の
あ
る
た
め
、
現

時
点
で
、
市
税
の
影
響
は
、
は
か
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。

　
課
税
方
式
が
統
一
制
に
変
更
と

な
る
こ
と
に
対
す
る
市
民
へ
の
周

知
方
法
を
伺
い
た
い
。

　
今
回
の
課
税
方
式
の
統
一
な
ど

も
含
め
て
、
税
制
改
正
に
つ
い
て

は
、
こ
の
議
会
終
了
後
に
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
周
知
し
、
こ
の
改
正
法
が
施

行
さ
れ
る
令
和
６
年
度
に
も
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
周
知
し
て
い
く
考
え
で

あ
る
。

教
育
民
生
常
任
委
員
会

教
育
民
生
常
任
委
員
会

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
）

　
限
度
額
が
63
万
円
か
ら
65
万
円

に
な
る
こ
と
で
影
響
す
る
世
帯
数

を
伺
い
た
い
。

　
改
正
後
の
超
過
世
帯
数
で
申
し

ま
す
と
基
礎
課
税
分
が
３
８
７
世

帯
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
分
が

４
３
９
世
帯
と
な
る
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
給
食
費
の
臨
時
補
助
金
で
あ
っ

た
り
、
私
立
保
育
所
の
賄
材
料
費

や
給
食
事
業
費
の
給
食
賄
材
料
費
の
追

加
と
い
う
こ
と
で
、
歳
入
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
対
応
地
方
創
生

臨
時
交
付
金
が
対
象
だ
と
思
う
が
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
の
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
を
使
う
に
当
た
り
、

そ
れ
以
外
に
も
対
象
の
も
の
が
あ
っ
た

の
で
は
と
思
う
。
今
回
こ
れ
に
特
化
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
私
立
の
保
育
所

だ
け
で
な
く
、
ほ
か
に
も
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
か
伺
い
た
い
。

　
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
活
用

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
臨
時
金
の

交
付
は
、
５
月
の
上
旬
に
な
っ
て
限
度

額
が
示
さ
れ
、
６
月
補
正
の
予
算
編
成

を
し
て
い
る
さ
な
か
に
示
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
喫
緊
と
し
て
、
物
価
の

高
騰
に
よ
る
給
食
関
係
食
材
費
の
不
足

が
見
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
予
算
編
成
の
過
程
で
、
今
で
き
る

こ
と
を
補
正
予
算
に
計
上
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
公
民
館
維
持
補
修
費
、
当
代
島

公
民
館
維
持
補
修
費
追
加
４
０
０ 

万
円
の
内
訳
と
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
当
代
島
公
民
館
の
工
芸
工
作
室

に
あ
る
窯
場
の
送
風
機
交
換
工
事

で
、
窯
を
使
用
す
る
と
部
屋
が
高
温
に

な
る
た
め
、
強
制
的
に
外
気
を
吸
い
込

む
も
の
と
排
出
す
る
た
め
の
送
風
機
２

台
の
更
新
と
風
量
調
節
ダ
ン
パ
ー
２
台

の
更
新
、
送
風
機
の
影
響
す
る
ダ
ク
ト

の
更
新
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
補
正

予
算
成
立
後
か
ら
契
約
事
務
を
行
い
、

完
了
ま
で
に
４
か
月
か
ら
５
か
月
を
要

す
る
見
込
み
で
あ
る
。

都
市
経
済
常
任
委
員
会

都
市
経
済
常
任
委
員
会

墓
地
公
園
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　
墓
じ
ま
い
の
後
、
次
に
利
用
す

る
方
に
、
ど
う
い
う
タ
ー
ム
で
使

え
る
よ
う
に
な
る
の
か
を
伺
い
た
い
。

　
墓
地
公
園
の
墓
所
は
ま
だ
造
成

が
進
ん
で
お
り
、
新
規
の
使
用
が

ま
だ
相
当
あ
り
ま
す
の
で
、
返
還
さ
れ

た
墓
所
を
ど
う
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
使

っ
て
い
く
か
は
今
後
検
討
す
る
も
の
で
、

具
体
的
に
決
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
墓
所
返
還
者
等
支
援
事
業
に
つ

い
て
、
利
用
者
向
け
案
内
の
タ
イ

ミ
ン
グ
を
伺
い
た
い
。

　
昨
年
の
６
月
に
制
度
制
定
と
な

り
、
全
て
の
墓
所
使
用
者
に
対
し

て
、
７
月
に
案
内
を
発
送
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
本
年
１
月
に
は
、
令
和
４
年

度
更
新
者
に
対
し
、
更
新
手
続
の
案
内

を
送
付
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
全
て
の
方
に
案
内
が
済
ん
で
お
り
、

今
年
度
は
、
７
月
に
令
和
５
年
度
の
更

新
対
象
者
に
対
し
て
、
も
う
一
度
事
前

の
ご
案
内
を
予
定
し
て
い
る
。

　
墓
じ
ま
い
で
遺
骨
が
手
元
に
来

る
と
思
う
が
、
そ
の
後
、
例
え
ば

散
骨
業
者
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
業
者
に
委

託
し
た
り
、
永
代
供
養
し
た
り
、
こ
れ

か
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
う
が
、
市
と
し
て
は
撤
去
す
る

と
こ
ろ
ま
で
の
案
内
で
あ
っ
て
、
そ
こ

か
ら
先
と
い
う
の
は
、
特
段
関
わ
ら
な

い
の
か
を
伺
い
た
い
。

　
墓
所
撤
去
の
助
成
と
併
せ
て
、

お
骨
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
の
希

望
が
あ
れ
ば
合
祀
室
に
そ
の
ま
ま
合
祀

す
る
と
、
無
料
で
合
祀
す
る
と
い
う
よ

う
な
制
度
を
併
せ
て
こ
の
４
月
か
ら
実

施
し
て
お
り
、
撤
去
と
併
せ
て
行
っ
て

い
る
。
遺
骨
を
合
祀
室
に
入
れ
る
こ
と

と
、
使
用
者
ご
自
身
も
、
亡
く
な
っ
た

段
階
で
合
祀
室
の
ほ
う
に
合
祀
す
る
生

前
予
約
の
２
通
り
行
っ
て
い
る
。
合
祀

室
に
お
骨
を
そ
の
ま
ま
納
め
、
墓
地
公

園
の
中
で
場
所
だ
け
動
か
す
方
が
多
く

見
受
け
ら
れ
る
。

　
ご
指
摘
の
と
お
り
、
お
骨
を
持
っ
て

い
か
れ
る
方
も
あ
り
、
生
活
の
本
拠
が

遠
隔
地
に
あ
り
、
別
に
墓
所
を
設
け
て

い
る
な
ど
で
あ
る
。

問問問問

問問 問

問問問

答答答答

答

答答答

答答
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